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務
隊
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仕
様
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図
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号

件
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管
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係
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事
企
画
係
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採
役
務

(
R
7
)
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作
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年
月
日

了
了

了
了

了
了

了

R
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1
1
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図
面

名
称

縮
　

　
尺

図
示

作
成

年
月

日
図

面
番

号

仕
様

書
、

案
内

図
、

配
置

図

件
　

　
名

竹
松

駐
屯

地
業

務
隊

　
管

理
科

営
繕

班

2
/
2

竹
松

駐
屯

地
案

内
図

　
Ｓ

＝
１

/
X

グ
ラ

ウ
ン

ド 96号
建

物
1F　

営
繕
班

事
務

室

96

正
門

N

凡
例

：
　

　
樹
木

伐
採

箇
所

駐
屯

地
配

置
図

　
S
=
1
/
6
,
0
0
0

N

1
2

3
4

5
6

7

8

10
11

12
13

14
1516

171819

20

　
　

努
め

る
こ

と
。

 
大

村
市

役
所

長
崎

空
港

竹
松

駅

大
村

駅

至
長

崎

竹
松

駐
屯

地
 

 
国

道
３

４
号

線

 
長

崎
自

動
車

道

至
佐

世
保

・
佐

賀
大村湾

N

仕
様

書

２
　

場
　

　
所

　
長

崎
県

大
村

市
富

の
原

１
－

１
０

０
０

　
陸

上
自

衛
隊

竹
松

駐
屯

地

４
　

一
般

事
項

 
(
1
)
　

本
役

務
に

お
い

て
、

既
存

の
施

設
及

び
物

品
等

に
損

傷
を

与
え

た
場

合
は

、
速

や
か

に
係

官
に

通
知

す
る

と
と

も
に

、

　
　

請
負

業
者

の
責

任
に

お
い

て
、

現
状

に
復

旧
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 
(
2
)
　

本
役

務
に

お
い

て
、

作
業

上
当

然
必

要
と

思
わ

れ
る

軽
微

な
事

項
は

、
仕

様
書

に
記

載
が

な
く

と
も

実
施

す
る

も
の

　
　

と
す

る
。

 
(
3
)
　

本
役

務
に

お
い

て
は

、
部

隊
の

諸
規

則
、

火
災

予
防

、
安

全
管

理
を

徹
底

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。

 
(
4
)
　

本
役

務
実

施
時

期
に

つ
い

て
は

、
事

前
に

係
官

と
調

整
す

る
も

の
と

す
る

。

 
(
5
)
　

写
真

は
、

作
業

着
手

前
、

完
了

後
、

作
業

状
況

及
び

担
当

官
の

指
示

す
る

箇
所

を
明

確
に

撮
影

し
、

写
真

帳
（

Ａ
４

）

　
　

に
整

理
し

、
係

官
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 
(
6
)
　

本
仕

様
書

に
記

載
し

て
い

な
い

事
項

及
び

疑
義

を
生

じ
た

場
合

は
、

係
官

と
協

議
し

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

 
(
7
)
　

本
役

務
で

使
用

す
る

電
源

等
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

請
負

業
者

が
発

電
機

等
を

用
意

す
る

も
の

と
す

る
。

や
む

 
 
 
 
を

得
ず

駐
屯

地
の

電
気

及
び

水
を

使
用

す
る

場
合

は
仮

設
メ

ー
タ

ー
を

設
置

し
、

使
用

料
に

つ
い

て
は

請
負

業
者

が
負

　
　

担
す

る
こ

と
。

５
　

特
記

事
項

（
1
）

 
本

役
務

で
伐

採
す

る
樹

木
は

、
伐

採
樹

木
一

覧
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 
(
2
)
　

作
業

に
際

し
、

事
前

に
現

地
を

確
認

す
る

こ
と

。

３
　

概
　

　
要

　
竹

松
駐

屯
地

内
樹

木
の

伐
採

を
実

施
す

る
。

 
(
3
)
　

本
役

務
に

お
い

て
、

「
一

般
社

団
法

人
日

本
造

園
建

設
業

協
会

の
認

定
す

る
街

路
樹

剪
定

士
」

か
つ

「
職

業
能

力
開

　
　

発
促

進
法

に
よ

る
１

級
又

は
２

級
造

園
技

能
士

」
の

資
格

を
有

す
る

被
雇

用
者

（
直

接
的

な
雇

用
関

係
に

あ
る

も
の

に

 
(
4
)
　

本
役

務
の

伐
採

高
さ

は
、

伐
採

樹
木

周
囲

1
.
5
m
の

地
盤

面
を

基
準

と
し

、
高

さ
1
5
㎝

以
下

と
す

る
。

　
　

限
る

が
、

同
一

人
物

で
あ

る
必

要
は

な
い

。
）

を
剪

定
作

業
中

常
時

、
作

業
又

は
現

場
に

お
い

て
指

導
に

あ
た

ら
せ

る

　
　

こ
と

と
す

る
。

 
(
5
)
　

本
役

務
に

お
い

て
、

伐
採

し
た

幹
等

に
つ

い
て

は
適

切
な

方
法

に
よ

り
処

分
す

る
も

の
と

し
、

受
入

先
の

計
量

伝
票

　
　

等
の

写
し

を
提

出
す

る
か

、
産

業
廃

棄
物

と
し

て
処

分
す

る
場

合
は

、
関

係
法

令
に

基
づ

き
適

切
に

処
分

す
る

も
の

と

　
　

す
る

。

 
(
6
)
　

伐
採

後
に

切
り

株
か

ら
芽

が
出

て
こ

な
い

よ
う

必
要

に
応

じ
て

対
策

を
施

す
こ

と
。

 
(
7
)
　

電
線

等
の

付
近

の
作

業
に

つ
い

て
は

、
十

分
な

安
全

確
認

を
行

う
と

と
も

に
安

全
距

離
を

保
ち

な
が

ら
事

故
防

止
に

 
(
8
)
　

作
業

に
際

し
、

安
全

係
と

し
て

誘
導

員
を

配
置

す
る

こ
と

。

（
R
7
）

竹
松

駐
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地
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木
伐

採
役
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ｍ
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周
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